
　２月19日(金)に議事堂で第19期上砂川町
議会の初議会(令和３年第２回上砂川町議会臨
時会)が開かれました。
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■令和３年２月７日執行 上砂川町議会議員選挙結果
■議会の動き(第２回臨時会/令和３年２月19日)
■新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ
■町内事業所を対象とした新型コロナウイルス対策事業
■マイナンバーカードが健康保険証として利用できるよ
　うになります
■マイナポイントを申し込むためには３月末までにマイ
　ナンバーカードの申請が必要です。
■確定申告等期限延長のお知らせ　　　　　　　ほか
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藏

【上砂川町議会議員選挙開票結果（氏名は敬称略）】

【上砂川町議会議員選挙投票結果】

　上砂川町議会議員の任期満了による一般選挙が、２月７日（日）、６か所の投票所で午前７時から午後
７時まで投票が行われ、即日開票されました。
　以下、選挙結果についてお知らせいたします。

令和３年２月７日執行上砂川町議会議員選挙選挙結果

髙橋 成和(48)
無所属・現・６回

笹木 笑子(67)
無所属・現・２回

小澤 一文(61)
公明党・現・２回

吉川 洋(69)
無所属・現・３回

越前 等(66)
日本共産党・現・２回

藏根 高史(61)
立憲民主党・新・１回

伊藤 充章(51)
無所属・現・３回

石田 浩二(48)
無所属・新・１回

【開票作業の様子】

当選者（得票数順、氏名・年齢・新現別・当選回数）



令和３年第２回上砂川町議会臨時会(令和3年２月19日)町 議 会 の 動 き
　令和３年第２回臨時会が、２月19日（金）に議事堂で開催され、以下の内容について提案があり、すべて決定さ
れました。
■選挙第１号　議長選挙について
髙橋 成和議員が指名推選され、就任しました。

■選挙第２号　副議長選挙について
吉川 洋議員が指名推選され、就任しました。

■選挙第３号
　中空知広域市町村圏組合議会議員選挙について
髙橋成和議員、吉川 洋議員が指名推選され、

　就任しました。
■選挙第４号
砂川地区保健衛生組合議会議員選挙について

　笹木 笑子議員が指名推選され、就任しました。
■選挙第５号
石狩川流域下水道組合議会議員選挙について
髙橋 成和議員が指名推選され、就任しました。

■選挙第６号
空知中部広域連合議会議員選挙について
髙橋 成和議員、小澤 一文議員が指名推選され、

　就任しました。
■選挙第７号
中・北空知廃棄物処理広域連合議会議員選挙について
髙橋 成和議員が指名推選され、就任しました。

■選挙第８号
　砂川地区広域消防組合議会議員選挙について
　笹木 笑子議員が指名推選され、就任しました。
■同意第１号
監査委員の選任につき同意を求めることについて
前委員堀内哲夫氏の任期満了にともない、後任に

　伊藤 充章氏を選任について議会の同意を求めるも
　のです。
■報告第１号　専決処分報告について
「令和２年度上砂川町一般会計補正予算(第11号)」
地方自治法第180条第１項の規定に基づき、専決

処分を行ったので報告いたします。
230万円を追加補正し、予算総額を43億1,323万円
とする提案です。(主な事業は新型コロナワクチン接
種に係る委託料等です。）
■議案第２号
　令和２年度上砂川町一般会計補正予算(第12号)
3,480万円を追加補正し、予算総額を43億４,803

　万円とする提案です。(主な事業は除雪サービス事
　業など除雪に係る費用です。）

新型コロナウイルス特別経済対策として、世帯主の皆さんに11月に発行した「緊急経済対策商品券」
の使用期限は３月31日(水)までとなっております。期限を過ぎた商品券はご利用できませんので、必
ず期限内にご利用ください。
■問合先　上砂川商工会議所(☎62-2410)

新型コロナウイルス緊急経済対策商品券の利用は３月31日(水)まで
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上砂川町議会 議長　髙橋　成和

　第１９期上砂川町議会の初議会におきまして、議員各位の推挙により議会議長の要職
に就任することになりました。
　誠に身に余る光栄であり、同時にその使命と任務の重大さを痛感しております。今後と
も町政の推進と円滑な運営に努力する所存でございます。
　本町は人口減少問題や少子高齢化問題など多くの課題が山積する中、「第７期上砂川
町総合計画後期基本計画」と「第２期上砂川町まち・ひと・しごと総合戦略」のもと、各事業を進めてゆくこととなって
おります。
　私ども議会といたしましても、今回、当選しました８名の議員により二元代表制の一翼として、その機能を十分に発
揮し、安心・安全なまちづくりに向け、将来に禍根を残すことのないよう町発展のため努力を傾注する所存であります。
　何とぞ、町民各位のご支援とご協力を心からお願いを申し上げまして、就任のご挨拶といたします。

■議長　　髙橋 成和
■副議長　吉川 　洋
■監査委員(議員選出)　伊藤 充章

■行政常任委員会
　委員長 越前　等
　副委員長 笹木笑子
　委員  吉川　洋、伊藤充章
  小澤一文、藏根高史
  石田浩二

■議会運営委員会
　委員長 小澤一文
　副委員長 越前　等
　委員  吉川　洋
  笹木笑子

議会構成
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　新型コロナウイルス感染症は全国的に感染が拡大しており、いまだ収束の目途が立たな
い状況です。
　今後の感染拡大を防止させるため、さらに、死亡者や重症者を減らすことを目的に必要な
医療を確保して、全国民を対象としたワクチン接種が始まります。ワクチン接種実施の詳細に
ついては、今後示される予定で、現在把握している情報では、次のように予定されています。

１．医療従事者(保健所職員、救急隊員の方などを含む)
２．令和３年度中に65歳以上に達する方
３．64歳以下の持病(心臓病や糖尿病等)で通院や入院している方、高齢者施設などで
　働いている方
４．それ以外で16歳以上の方　の順番で接種が実施される予定です。
　接種の準備が整い次第、接種券及び接種にかかるご案内をご自宅にお届けします。

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ

接種順位は、職業や年齢により区分されています。■接種順位

無料です。■接種費用

一定の間隔を空けて２回接種していただく予定です。■接種回数

　原則として、住民票所在地の上砂川町の医療機関や接種会場で接種を受けられるよう
準備を進めています。詳細は決まり次第お知らせいたします。
※長期間入院または入所している方など、やむを得ない事情がある場合は、居住地以外の
　市町村で接種を受けることができます。

■接種場所

事前の予約が必要です。予約方法については、送付する予定の接種券等に
同封されるチラシに記載します。

■接種予約

　国が示している接種順位に応じて、対象者の方に順次、ワクチン接種の接種券を発送す
る予定です。現時点では、３月下旬以降に65歳以上の方から順次ワクチン接種券の送付が
できるよう準備しています。

■接種券の発送

　ワクチン接種は強制ではありません。
　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、
接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行います。

■ワクチン接種に関する同意

ワクチンに関する相談　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　　　　　　　　　　  ☎0120-76-1770(受付時間：午前９時～午後９時)
その他問合先　福祉課保健予防係(☎62-2222)

■問合先



5

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業所を支援するため、以下の事業を実施しており
ますが、申請期限は３月31日(水)までですので、申請をお考えの場合は期限までに申請していただき
ますようお願いいたします。
※上期(令和２年３月～８月)に支援を受けた事業者も下期(令和２年９月～令和３年２月)の申請が可能です。

上砂川町事業者支援給付金 土地建物賃借料等補助金

■対象事業所
　令和２年３月～令和３年２月までのうち、前年
　同月と比較して売り上げ高が10%以上減少
　した月がある事業所
■支給額

■提出書類
　①上砂川町事業者支援給付金申請書
　②昨年１年間の売上高を証明する書類
　③売上減少月の売上高を証明する書類
　④ ③の前年同月の売上高を証明する書類
　⑤振込口座が確認できる書類(通帳の写し)

売上の減少額 給付額
10%以上20%未満の減少 10万円
20%以上50%未満の減少 30万円
50%以上減少 10万円

■対象事業所
　令和２年３月～令和３年２月までのうち、前年
　同月と比較して売り上げ高が50%以上減少
　した月がある事業所
■交付額
　令和２年４月から令和３年３月までの
　土地建物賃借料(町有財産を含む)
■提出書類
　①土地建物賃借料等補助金申請書
　②昨年１年間の売上高を証明する書類
　③売上減少月の売上高を証明する書類
　④ ③の前年同月の売上高を証明する書類
　⑤振込口座が確認できる書類(通帳の写し)
　⑥土地建物の賃借契約書の写し(町有財産
　　貸付契約の場合は必要ありません。)

■対象業種(共通)　飲食サービス・宿泊業、卸売業、小売業、製造業、運輸業、電気・ガス業、
　　　　　　　　  理・美容業等のサービス業など(フリーランス等の個人事業主を含む)
■その他　申請書は企画課窓口または町ホームページからダウンロードしてください。
 　　(http://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/covid19_taisaku)
■申込・問合先　企画課地域振興係(☎62-2223)

町内事業所を対象とした新型コロナウイルス対策事業

町内商店や事業所等の売上減少や資金繰りへの支障に対し、資金融資の円滑を図るため、融資制
度を拡充しております。
■融資期間　現行の１年以内→３年以内(うち措置期間１年以内)
■融資枠　上限500万円(既に緊急運転資金の融資を受けている場合は、現行の融資残高を含む。)
■融資利率　無利子(町が利子補給します。)
■取扱緊急機関　北門信用金庫
■融資対象　下記の全ての条件に該当する事業所が融資対象となります。
　①最近１ヶ月の生産額または売上高が、前年同月と比較して５%以上減少している。
　②その後２ヶ月間を含む３ヵ月間の生産額または売上高が、前年同期と比較して５%以上減少するこ
　　とが見込まれる事業所
■申請方法
　１．企画課地域振興係に融資認定申請書を提出します。
　２．上砂川商工会議所に中小企業融資斡旋申込書を提出します。
■申込・問合先　企画課地域振興係(☎62-2223)

緊急運転資金制度の拡充について



マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
　マイナンバーカードを保険証として利用(以下、保険証利用)することで医療機関・薬局へ保険証を提
示しなくても、マイナンバーカードで医療保険の資格を確認できるようになります。
　保険証利用を行うには申し込みが必要ですので、マイナポータルにアクセスし、お手続きください。
　なお、国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証については、今後も発行されるため、今までどお
り利用することができます。
（概ねすべての医療機関・薬局で利用できるようになるのは令和５年３月末(予定)です。システムが整備
　されていない医療機関等では、マイナンバーカードは使えません。）

■保険証利用の事前申込について

１．申込者本人のマイナンバーカード
２．利用者照明用電子証明書
３．数字４桁の暗証番号
４．マイナンバーカード読取対応の
　「スマートフォン」または「パソコン+ICカードリーダー」
５．利用するブラウザ用のマイナポータルAPの
　インストール

　ご自身のパソコンやスマートフォンから「マイナ
ポータル」を検索・アクセスし、「健康保険証利用の
申込」からお手続きをお願いいたします。
マイナポータルとは？
　政府が運営するオンラインサービスです。
　マイナポータルのサービスを利用するためには、
インターネット環境が必要です。

①必要なもの ②申込方法

　マイナンバーカードを活用した国の消費活性化策として、実施されております。
この事業は民間のキャッシュレス決済事業者(〇〇ペイなど)を使って最大20,000円のチャージまたは
購入をした方に対して、最大5,000円相当のマイナポイントを付与するものです。

マイナポイントを申し込むためには３月末までに
マイナンバーカードの申請が必要です。

■マイナポイントの予約・申込方法
　マイナンバーカードを使って、以下の方法によりマイナポイント予約(マイキーID設定)を行った後、
マイナポイントの申込ができるキャッシュレス決済サービスを１つ選択する必要があります。

〇マイナポイントの予約・申込方法
[１]マイナポイントアプリを利用したスマートフォンによる申込
[２]住民課戸籍年金係窓口に設置している端末による申込
　※対応していないキャッシュレス決裁サービスもありますので、事前にお問い合わせください。
[３]キャッシュレス決裁サービスを利用している店舗や携帯電話販売店にて申込

■問合先　マイナンバーカード申請について…住民課戸籍年金係(☎62-2220)
　　　　　保険証利用について…住民課医療保険係(☎62-2220)

■問合先　住民課戸籍年金係(☎62-2220)

■マイナポイントを受け取るためには準備が必要です。
　マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請・取得が必要です。
　マイナンバーカードの申請から交付までは１ヶ月程度要します。マイナポイントの対象者はマイナン
バーカードを令和３年３月末までに申請した方となっておりますので、お早目の申請をオススメします。

〇マイナンバーカードの申請方法
[1]通知カードに付属の交付申請書による申請
[2]スマートフォンによる申請(https://net.kojinbango-card.go.jp/SS_SERVICE_OUT/FA01S001Action.do)
[3]住民課戸籍年金係で発行できる交付申請書による申請
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町民センター図書室だより
おすすめ絵本・児童書
◆ひかりのぼうけん
　文・絵：マリー・ヴォイド
   俵　万智　訳　

◆特集　２０２１年本屋大賞ノミネート作品」

【今月の新刊】
◆天を測る　　　　　　　　　　今野敏
◆パパはわるものチャンピオン  　板橋雅弘
◆絶声　　　　　　　　　　　　下村敦史
◆業平　　　　　　　　　　　　髙樹のぶ子
◆アンダークラス　　　　　　　 相場英雄
◆いつかの岸辺に跳ねていく　　 加納朋子
◆五番目のサリー　　　　　ダニエル・キイス
◆おなかがすいたハラペコだ　　  椎名誠
◆ハトシェプスト　　　　　　　　 山岸凉子
◆エンド・オブ・ライフ　　　　　　 佐々涼子

●開室時間　午前９時～午後９時
●今月のお休みの日　1日・8日・15日・22日・29日

おすすめ一般書

町民センター図書室
☎62-5225

◆やがて訪れる春のために
　　　　　 はらだ　みずき

【今月の新刊】

ねるまえのとっておきのじかん。えほんがだいすきなベティ。くらい
ところがにがてなくまのコスモ。ふたりのふしぎなぼうけんのはじま
りです。こわがるコスモをひっぱっていくベティ、そして、そんなベテ
ィをはげますコスモ。ふたりがささえあっていえにかえってきたとき
えほんにへんかがおとずれます.

今月の特集は「2021年本屋大賞ノミネート作品」です。
全国の438書店、書店員546人の投票があり、その集計の結果、上位10作品が｢2021年本屋大賞｣ノミネート
作品として決定しました！どの本が大賞になるか予想するのも楽しいですね。本屋大賞発表は4月14日です。気
になる本があれば読んでみてください。きっと楽しいおうち時間になると思います。少しずつ暖かくなってきま
した。天気が良い日などに気分転換に図書室に寄って行って下さいね！

◆あつかったら ぬげばいい    　　　　　　  ヨシタケシンスケ
◆よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ                     トム・リヒテンヘルド
◆かなしみがやってきたらきみは　　　　　エヴァ・イーランド
◆ももいろのきりん                                               なかがわそうや

確定申告等期限延長のお知らせ
　新型コロナウィルスの感染防止対策により、確定申告の期限が4月15日(木）まで延長となりました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日につい
ても延長いたします。
〇申告期限・納付期限

〇振替日

申　告　所　得　税
税　　　目

個人事業者の消費税
贈　　　与　　　税

延　長　前
3月15日(月）
3月31日(水）
3月15日(月）

延　長　後

4月15日(木）

個人事業者の消費税

税　　　目
申　告　所　得　税

延　長　前
4月19日(月）
4月23日(金）

延　長　後
5月31日(月）
5月24日(月）

■問合先　滝川税務署(☎22-2191)※自動音声により「0」を選択してください。
　また、役場税務出納課税務係窓口でも、４月15日(木)まで申告の相談を受け付けております。



福祉課子育て支援係は子育てに関する総合支援窓口です。
お気軽にお問い合わせください。（℡６２－2222）

■と　き 3月6日(土)　 午前10時～11時
■ところ　上砂川児童館ホール
■対　象　小学3年生～6年生
■持ち物　習字セット、新聞紙、タオル
■講　師　松原　純先生
■申　込　各日3日前までに認定こども園ふたば
　　　　　（☎62-4254）までご連絡ください。
※開催日時が都合により変更することがございます。
※月謝は無料となっております。

◆無料お習字教室

保育教諭による育児相談

キッズとママのもしもしコーナー
■と　き　3月25日（木）　午後１時30分～４時
■ところ　町民センター3階研修室（和室）
■内　容　保健師・栄養士による健康・育児相談
　利用される方は、前日までに保健予防係(☎
62-2222)に予約をお願いします。受付で体温
を伺いますので、自宅で検温し、保護者の方はマ
スクの着用をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
子育て関連事業の内容変更等を行う可能性が
あります。
　町ホームページ等にてお知らせいたします
のでご確認ください。

土日祝日を除く毎日、保育教諭による育児相談
を行っています。電話での相談も可能ですので、
ぜひご利用ください。来園の場合は、電話での
事前予約とマスクの着用をお願いします。
■相談時間　平日午後３時～４時30分
■ところ　認定こども園ふたば（☎62-4254）

◆放課後こども教室
■と　き　3月４日(木)
                    午後２時30分～４時30分
　　　　　3月11日(木) 
　　　　　　　午後３時15分～５時15分
■ところ　中央小学校体育館
■対　象　小学4年生～6年生
■持ち物　上靴を用意してください。
■内　容　バドミントン　　

◆認定こども園ふたば卒園式
■と　き　3月20日(土)　午前10時～
■ところ　認定こども園ふたばホール
　※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、
卒園児とその保護者のみで行います。地域の方の
見学はご遠慮願います。
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3 4 R2.10.13 R2.12.9 13 00

9 10 R2.4.13 R2.6.9

1 6 7 R1.7.13 R1.9.9 12 45

3 0 1 H30.1.13 H30.3.9

6 7 R2.7.13 R2.9.9 9 45

12 13 R2.1.13 R2.3.9 10 00

2 0 1 H31.1.13 H31.3.9

2 6 7 H30.7.13 H30.9.9 9 30

■ところ　町民センター  ■連絡・問合先　福祉課保健予防係(☎62-2222)
■持ち物(共通)　母子健康手帳、問診票一式(対象の方へ個別にご案内しています。)、バスタオル
■欠席の場合は、必ずご連絡願います。

３月９日(火) 乳幼児健康診査・相談



２/16
新入学児童記念品 目録贈呈式

２/19
第３回まちづくり町民会議・総合戦略策定委員会

　中央小学校の新入学児童へ砂川青年会議所
久保敬介理事長から記念品が寄贈されることか
ら、目録贈呈式が行われました。

　上砂川町第７期総合計画後期基本計画並びに
第２期総合戦略や令和３年度の主要事業につい
て協議されました。

４9

２/16
健康の里づくり事業「かんじきウォーク」

2/19
健康の里づくり事業「医療講演会」

　上砂川岳温泉で医療講演会が行われ、北海道
医療大学の本家教授から楽しく健康寿命を延ば
す方法や認知症の予防方法を教わりました。

　悪天候によりかんじきウォークは中止になりま
したが、上砂川岳温泉パンケの湯でレクリエー
ションやすもう体操が行われました。

２/８
上砂川町議会議員当選証書付与式

　役場で上砂川町議会議員当選証書付与式が行
われ、当選者に岡選挙管理委員長から当選証書
が付与されました。

２/12
おひさまル～ム「交流会」

　まちの駅ふらっとでおひさまル～ム「交流会」
が開催されました。



ご家族の介護のこと
ご高齢で今後の生活に不安を感じている・・・
介護のこと、何でもご相談ください
勤医協歌志内居宅介護支援事務所
歌志内市中村26-2（☎４２－２４６７）
勤医協有料老人ホーム　うずらの里
東鶉南１条１丁目１－５（☎６２－５１５１）

募 集 ＆ 試 験

か　み　す　な　が　わ

■採用職種　役場臨時公務補
■採用人数　１名
■業務内容　役場庁舎内外の雑役作業
 　　（草刈・除雪・営繕ほか）
■採用予定時期　４月１日
■応募資格　健康な方
■選考方法　面接による
■申込方法　市販の履歴書に顔写真を貼付し、提出
■申込締切　３月15日(月)
■申込・問合先　総務課庶務係（☎62-2011）

役場臨時公務補募集
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■採用職種　雑役作業員
■採用人員　１名
■業務内容　雑役・除雪業務
■任用期間　採用日～令和４年３月31日
■勤務時間　月～金曜日　午前８時～午後４時30分
　　　　　　※時期によって異なる場合あり
■給与　日額8,036円～
■採用条件　健康な方で、普通自動車運転免許を
　　　　　　有する方　※AT限定不可
■選考方法　面接による
■申込方法　市販の履歴書に顔写真を貼付し、　　
　　　　　　運転免許の写しを添えて提出
■申込締切　３月15日(月)
■申込・問合先　建設課建設係（☎62-2221）

雑役作業員募集

海上保安官、海上保安学校学生の採用試験
■待遇
　海上保安官及び学生ともに入学金、授業料が一切
不要で、入学と同時に国家公務員としての身分を与
えられ、毎月の給与やボーナスが支給されます。
■受験資格及び試験区分
　・海上保安官(大卒課程)
　　平成３年４月２日以降に生まれた者で、大学
　　(短期大学を除く)を卒業した者及び令和４年
　　３月までに大学を卒業する見込みの者等
　・海上保安学校(特別)
　　平成３年４月１日において高等学校または中等
　　教育学校を卒業した日の翌日から起算して13
　　年を経過していない者及び令和３年９月までに
　　高等学校または中高教育学校を卒業する見込み
　　の者等
■試験日
　・海上保安官(大卒課程)　６月６日(日)
　・海上保安学校(特別)　　５月16日(日)
■申込方法等　申込方法、試験内容等は下記のホー
　ムページをご覧ください。
　(https://www.kaijo.mlit.go.jp/recruitment/)
■申込・問合先　小樽海上保安部管理課
　　　　　　　　（☎0134-27-6118）

財務専門官採用試験
　財務省北海道財務局では、財政、金融のプロフェ
ッショナルとして活躍する財務専門官を募集してい
ます。
■受験資格
1.平成３年４月２日から平成12年４月１日生まれ者
2.平成12年４月２日以降に生まれた者で次に揚げる者
　(1)大学を卒業した者及び令和４年３月までに卒業
　　する見込みの者
　(2)短大または高専を卒業した者及び令和４年３月
　　までに卒業する見込みの者
■申込期間　３月26日(金)～４月７日(水)
■申込方法等　下記のホームページから申込
　(http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html/)
■第１次試験日　６月６日(日)
■問合先　財務省北海道財務局人事課人事係
　　　　　（☎011-709-2311）



車庫・物置・家屋の解体、畑・庭の
土販売等ご相談承ります。

中央南１条３丁目　☎６２－６２６８

家族のこと、介護のこと
将来の生活に不安を感じていませんか？
いたわる　なごめる　ほっとする場所

（介護の事ならお気軽にご相談ください）
※随時ご見学できます。
下鶉南２条１丁目３－１　（☎62－5252）

情　報　掲　示　板 役場： ６２－２０１１
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　上砂川町では交通災害共済を取りまとめていただいた広報委員の方へ、加入奨励金をお渡しして
おります。
　しかし、平成30年度下期広報委員として、ご協力いただきました令和元年度中空知交通災害共済の
加入とりまとめに対する奨励金(平成31年２月～３月取りまとめ分)を受け取られていない方がおりま
す。手続きの期限が３月10日(水)までとなっております。心当たりのある方は取り急ぎ、住民課生活環
境係までご連絡ください。
■連絡先　住民課生活環境係(☎62-2220)

交通災害共済加入奨励金について

自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
　自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて課税される税金です。
■引っ越しで住所が変わった時などは、運輸支局で変更登録をしてください。
　・住所が変わったとき(変更登録)
　・自動車を売買したとき(移転登録)
　・自動車を使用しなくなったとき(抹消登録)
　令和３年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、３月中に手続きをお願い
します。
■変更が間に合わないときは…
　札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただくか、道税ホームページから自動車税種別割の住所
変更手続きをしてください。
▶札幌道税事務所自動車税部【☎011-746-1190】※自動音声でご案内します。
【http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/address/index.】

除雪費助成金事業、申請受付間もなく終了！！
　除雪費助成金(シーズン除雪)事業の申請期限は３月12日(金)までです。
　町内の除雪業者等に支払いした除雪費用の一部を助成いたしますので、申請をお考えの方
はお早めに申込みください。(詳細は広報11月号４ページをご覧ください。)
■対象世帯
　町内に住所を有し、町税等を滞納していない次のいずれかのみで構成されている世帯
　(1)高齢者世帯～おおむね70歳以上の単身及び夫婦世帯
　(2)身体障がい者世帯～１・２級身障手帳を持つ世帯(３・４級肢体不自由者も含む)
　(3)母子世帯～母親と児童(中学３年生以下)のみの世帯
　(4)その他町長が特に除雪を要すると認める世帯
■申請・問合先　福祉課福祉係(☎62-2222)



ホームヘルパー募集中
（詳しくはお問い合わせください）

12

　この度、パンケの湯をはじめとする町内観光地利用に関する皆様のご意見・ご要望等を把握すること
を目的とし、１５歳以上の方宛に無作為でアンケートを送付させていただきました。ご協力いただいた
皆様大変ありがとうございました。
　まだ未回答の方はお手数ですが、今後の観光地利用に関する貴重な資料となることをご理解いた
だき、３月12日(金)までにご回答いただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします
　なお、パンケの湯にも同様のアンケートを設置しておりますので、ご利用される皆様もご協力いただ
けると幸いです。
■問合先　企画課地域振興係（☎６２－２２２３）

上砂川町「主要観光施設」の利用に関するアンケートのご協力について

「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること
　　　　　　　　～被害状況を写真で記録する～」動画の案内

　罹災証明書は、被災者の生活再建・住宅再建に向けての重要な基礎的資料であり、これを迅速に交
付するためには、速やかに被害認定調査を実施する必要があります。
　しかし、発災時においては、被害認定調査前に片付けが行われることも多いため、万が一、被災者とな
った場合は、片付けを行う前に住まいの被害箇所がわかる写真を撮影しておくことが必要であります。
　この度、内閣官房及び内閣府において、「災害で住まいが被害を受けたときに最初にすること～被害
状況を写真で記録する～」の１分動画を公開しています。写真撮影時のポイントをわかりやすく説明し
ていますので、下記のURLから視聴していただきますようお願いします。
〇政府インターネットテレビ(https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg22018.html)
〇政府広報オンライン（「防災・減災」お役立ち情報）
　(https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/cu_bosai/index.html)
■問合先　総務課庶務係：防災担当(☎62-2011)

　町では、災害により致命的な被害を負わない「強さ」と速やかに回復する「しなやかさ」をもった安全・
安心な国土・地域・経済社会の構築を推進するため、「上砂川町強靭化地域計画」を策定いたしました。
　上砂川町公式ホームページ(URL:http://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/) に掲載していま
すのでご確認ください。
■問合先　総務課庶務係：防災担当(☎62-2011)

「上砂川町強靭化地域計画」を策定しました。



「一期一会」を大切に
住宅新築･増改築･家屋の解体･外構工事 等
家まわりのご相談承ります。

有限会社 髙橋工務店
鶉本町北４丁目３－４　☎ ６２－４４０６
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　「自分たちの町は自分たちで守る」という郷土愛の精神のもと、予防啓発活動や各種訓練を行ってい
ます。
　私たちと共に「生まれ育った町」「大切な人が住む町」上砂川町を守る仲間を募集しています。
■入団資格　①上砂川町内に居住している（勤務先は町外でも可）
　　　　　　②年齢１８歳以上５０歳未満の男性
　　　　　　③心身ともに健康である
■身分　非常勤の特別職地方公務員で、自営業・会社員など生業をお持ちの方でも
　　　　入団できます。
■処遇　年報酬　３２，０００円（毎年４月１日～３月３１日まで在職の場合）
　　　　費用弁償（全て１回につき）　水火災　３，７００円 / 訓練・警戒　２，８００円
　　　　公務災害補償（活動中の負傷を補償）
　　　　被服の貸与（制服・活動服・防火衣等を貸与）
■問合先　砂川消防署上砂川支署　消防団係（☎６２－２０２１）

砂川地区広域消防組合　上砂川消防団　団員募集

　アライグマによる農作物被害や、屋根裏に住み着くなどの生活環境被害が発生している場合に、町
の捕獲用箱わなを貸し出します。又、４月から６月はアライグマの出産期になります。この時期にアライ
グマを捕獲すると、秋に捕獲する５倍の効果があるといわれています。夏場の農作物被害をなくしたい
場合は春から捕獲することをオススメいたします。
■貸し出しの流れ
　1.役場生活環境係へ電話もしくは来庁し、箱わなを借りたい旨をご連絡ください。
　　（氏名、住所、連絡先等をお尋ねいたします）
　2.２～３日中に箱わなをお渡しします。（ご自宅へお届けし、使い方の説明をいたします。）
　　※餌の用意や箱わなの設置などはご自身でお願いいたします。
　3.アライグマがかかったら、住民課生活環境係へご連絡ください。
　　回収し新しい箱わなをお届けいたします。
　　（土日祝日の回収はしておりません。回収には時間を要する場合があります。）
　4.箱わなが不要になりましたら、住民課生活環境係へご連絡ください。回収に伺います。
■注意事項　貸出期間は１か月です。（他に借りたい人がいなければ継続して貸し出せます。）
　　　　　　箱わなを乱暴に扱ったり、改造したりすることはおやめください。
　　　　　　（故意に壊した場合は弁償していただきます。）
　　　　　　箱わなの在庫がない場合は返却されるまでお待ちいただくことになります。
　　　　　　アライグマ以外の動物がかかった場合はすぐに逃がしてあげてください。
　　　　　　箱わなを第三者に転貸しないでください。
　　　　　　箱わなの使用時に怪我を負われても一切の責任を負いかねます。
■問合先　住民課生活環境係（☎６２－２２２０）

アライグマに困っていませんか？



　債務整理、交通事故、離婚、悪徳商法など、どのような
相談でもお受けしますので、お気軽にご利用ください。
■とき・ところ　午後１時30分～午後３時30分

札幌弁護士会無料法律相談会

　役場（代表）　　　 ６２－２011　 FAX:６２－３７７３
★印行事の担当・連絡・問合先は役場保健予防係　☎６２－２２２２
♥印行事の担当・連絡・問合先は役場地域包括支援センター ☎６２－３３７０

イベント
情報

電話：６２－２４５８
携帯：０９０－２０５３－６４４８

お見積りは無料です。お気軽にお電話ください。

家・車庫・物置の解体、ごみ処理、
駐車場などの舗装工事、
家のリフォームなど

家周りのお困りごとは
ございませんか？

注意点
　相談時間は１人30分です。予約の方が優先されます。
歌志内市と赤平市でも同様の相談会を開催しております。
■申込・問合先　役場戸籍年金係（☎62-２２２０）

★百歳体操中央地区で
「楽しさプログラム」検証が始まります
　「楽しさ」は、人間にとって心と体を元気にしてくれる
原動力になります。
　北海道医療大学教授 本家 寿洋 先生と砂川市立病
院 作業療法士 大山氏が共同で研究している「楽しさ
プログラム」が元気高齢者の認知機能にどのような効
果があるかの検証ですが、昨年から１年延期になって
いました。今年は、中央地区に協力いただき、今後は他
の地区へも広げていきたいと考えています。

■とき　３～７月
　　　 （詳しい日程は中央地区に直接お知らせします）
■ところ　中央集会所
■講師　北海道医療大学　リハビリテーション学部　
　　　　　　　　　　　　　　　　作業療法学科
　　　　本家 寿洋（ほんけ　としひろ） 先生
■対象　百歳体操中央地区に参加している方
■問合先　福祉課保健予防係（☎62-2222）

☆認知症老人と共に歩む会（さつき会）
公開講座

　さつき会では、認知症のご本人・ご家族を支える活
動と認知症の方が安心して暮らせる町づくりを目指し
て学習を進めています。今回は、身近な滝川市から講
師に来ていただきます。お誘いあわせの上、感染予防
対策をしてご参加ください。

■とき　３月１６日（火）午前１０時～１１時１５分
■ところ　町民センター２階　大ホール
■内容　講演「滝川地区認知症の人と共に歩む会
　　　　　　　　　　　　～あけぼの会～の活動」
■講師　あけぼの会　会長　須田　敏枝 氏
■対象　認知症の方を介護している家族の方、一般の方
■参加費　無料
■その他　当日自宅で体温を測り、マスク着用でご参
　　　　　加ください。
■申込締切　３月９日(火)
■申込・問合先　福祉課保健予防係（☎62-2222）
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開催日 相談方法 担当弁護士
２日(火) 宮下　尚也弁護士
16日(火) 冨岡　俊介弁護士
30日(火) 阿野　洋志弁護士

電話相談

　ボール運動や運動講座で活動してきた上砂川町地
域おこし協力隊の大場康弘隊員が今年度末をもって、
３年間の任期満了により退任することとなりました。
　本来であれば、これまでの活動内容の報告ほか、現
隊員の活動状況を含めて、活動報告会を行いたいとこ
ろですが、新型コロナウイルス感染症対策として、動画
を撮影し、動画投稿サイトYoutube上に公開すること
により活動報告会に変えさせていただきます。
　動画は下記サイトにアクセスして閲覧ください。
　(３月1日から閲覧開始予定)
■上砂川町公式Youtubeチャンネル
　　　　　　　”かみすなライフ【北海道上砂川町】”
（https://www.youtube.com/channel/
 UC0D4WmirdKn84JqgEH2ID0g）
■問合先　企画課地域振興係（☎６２－２２２３）

地域おこし協力隊活動報告会について



電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

健康の里だより健康の里だより
（送り便）
12:45　温泉
12:48　本町分譲団地入口
12:52　東山高齢者住宅前
12：54　朝駒集会所
12:55　朝駒5号棟付近
12:56　さわやかトイレ
12:57　中央３丁目
12:58　町民センター
12:59　中央ふれあいセンター
13:01　セイコーマート前
13:02　緑が丘入口バス停
13:03　鶉本町バス停
13:04　下鶉南１条２丁目
13:05　下鶉生活館
13:06　下鶉東２丁目
13:07　緑が丘集会所
13:08　緑が丘団地前
13:09　S53鶉若葉改良住宅前
13:10　S55鶉若葉改良住宅入口

（迎え便）
10:00　S55鶉若葉改良住宅入口（鶉ﾌﾟｰﾙ下）
10:01　S53鶉若葉改良住宅前
10:02　緑が丘団地前
10:03　緑が丘集会所
10:04　下鶉東２丁目（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
10:05　下鶉生活館
10:06　下鶉南１条２丁目（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
10:07　鶉本町バス停
10:08　緑が丘入口バス停
10:09　セイコーマート前
10:11　中央ふれあいセンター
10:12　役場前
10:13　中央３丁目
10:14　さわやかトイレ
10:15　朝駒5号棟付近
10：16　朝駒集会所
10:18　東山高齢者住宅前
10:22　本町分譲団地入口
10:25　温泉

【毎週金曜日】
 ・ 行き　さわやかトイレ前発　10：20　→　パンケの湯着　　　10：28
 ・ 帰り　パンケの湯発　　  　12：40　→　さわやかトイレ前着  12：48

※
気
象・交
通
状
況
な
ど
に
よ
り
、到
着
時
間
が
前
後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

パ
ン
ケ
の
湯
無
料
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迎
バ
ス（
毎
週
月・木
曜
日
運
行
）に
つ
い
て
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民
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ん
に
パ
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ケ
の
湯
で
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康
づ
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り
を
し
て
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だ
け
る
よ
う
、

無
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を
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し
て
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ま
す
。

　
停
車
時
刻・場
所
が
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

☎

【毎週水曜日の夕方便】S55鶉若葉改良住宅入口(プール下)午後４時発も運行中！！

※毎月イベントカレンダーを作成しています。館内及び各町生活館に掲示していますのでご覧ください。

〇家の水回り(台所・トイレ・水洗化)のことなら何なりと
　お引き受けいたします。
〇家屋の解体、家の周りの整備も行っております。
〇冬は各除雪作業(人力・機械・屋根ほか)も承っております。

ぜひご相談ください
※常時、技術員・作業員募集中

〇パンケの湯無料利用券のご利用は３月31日まで！
　昨年４月に配布しました令和２年度パンケの湯無料利用券の利用期限は３月31日までです。まだご利用されていない方はお早め
にご利用ください。

〇オードブルの注文賜ります。
　ご自宅でのお祝い、ご法要等にご注文ください。

〇プレミアム回数券を販売します
　３月８日(月)～14日(日)の期間中、通常5,000円の回数券12枚
綴りを14枚にて販売いたします。
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〇レストランワンコインテイクアウト限定メニューを実施しています。
　平日・テイクアウト限定でレストランメニューが５００円で食べられるキャンペーンを実施しています。
　対象メニューはレストランの掲示またはパンケの湯ホームページをご覧ください。(http://www.pankenoyu.com)

〇日帰り個室プランのご案内
　入浴+お食事+個室利用がセットでお一人様1,350円のプランを販売していますので、ぜひご利用ください。

従業員・パート募集中！ 　詳細はフロントまでご連絡ください。



令和３年５月６日(木)、上砂川町役場新庁舎内に移転いたします。
６日(木)・７日(金)にご来店の方には粗品をご用意しております。

北門信用金庫　上砂川支店　℡62-2211

他金融機関、クレジット、消費者金融

ご利用中のローンの借換もOK

■学生納付特例制度について
 国民年金は、20歳以上であれば学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得
が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特
例制度」があります。対象となる方は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、各種学校(就
業年限１年以上である課程)等に在学し、所得が一定額以下であることが条件です。
【所得の目安】118万円＋扶養親族等の数×38万円
ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するため
にも、後から納付(追納)することをお勧めします。
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何でも、お気軽にご相談ください。ご来店お待ちしております。

定期預金、定期積金、年金指定、各種ローン、保険、その他

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。口座振替には、当月分保険料を当月末
に振替納付することにより、月々50円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「6か月
前納」、「１年前納｝、「２年前納」もあり大変お得です。口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、
通帳、金融機関届出印をご持参のうえ、ご希望の金融機関または砂川年金事務所へお申出ください。 

■学生納付特例の継続申請について

■国民年金保険料は口座振替がお得です！

  学生納付特例制度により、令和２年度に保険料納付を猶予されている方で、令和３年度も引き続き在
学予定の方へ、３月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されま
す。同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送していただくことにより、令
和３年度の申請ができます。(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。)なお、令和
３年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の方は、砂川年金事務所(☎
0125-28-9002)へお問い合わせください。

■募集住宅
　住　所　緑が丘２条１丁目２番1-21（３階建の２階）
　間取り　３ＬＤＫ（69.66㎡）　家　賃　19,400円～
■入居資格
　・ 現在、住宅に困っている世帯
　・２人以上で同居し、世帯の中に１人以上給与所得者または
　  年金所得者がいる世帯
　・ 世帯の中で税金や住宅料・水道料などを滞納している者がいないこと
　・ 同居しようとする親族全員が暴力団員等でないこと
　※入居資格を満たしていない方は、申込みできません。
■そ の 他　共用灯電気料（月２,０００円程度）が必要です
■申込受付　３月１日(月) ～ 15日(月)（土日祝日を除く）
　※申込者多数の場合は申込者の住宅困窮度や特殊事情などに基づいて審査し、
　　結果が等しくなった場合は抽選により入居者を決定します。
■問合・申込先　建設課管理係（☎62-2221）

■平面図

緑が丘町営住宅の入居者募集について



粗　 大　 ご　 み
３月17日 (第3水曜日)

曜日 第２水曜日（３月10日）
第４水曜日（３月24日）

地域 下鶉・緑が丘
鶉本町・鶉

東山・朝駒・本町
中町・東鶉・中央

資　 源　 ご　 み

燃やせるごみ・生ごみ

燃やせないごみ・危険ごみ・小型家電
３月10・24日(第2・4水曜日)

ゴミ出しのルールを守りましょう
①正しく分別してごみを出しましょう
②ごみ袋には名前を書きましょう
③ペットボトルや缶、新聞紙などリサイクルが可能なものは資源ごみとして出し、ごみの減量化に努めましょう

●午前８時まで拠点に出してください。
●粗大ごみを出す人は、12日(金)までにご連絡ください。
●粗大ごみ券には、氏名の記入をお願いします。
●粗大ごみには「粗大ごみ処理券」を貼る必要があり 
　ます。
●テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・冷
凍庫は　収集できません。(購入、または買い換えた家
電販売店、メーカーなどでの引き取りが必要です。）

毎週月・木曜日　緑が丘・鶉・中央・朝駒・本町
毎週火・金曜日　下鶉・鶉本町・東鶉・中町・東山

●午前８時まで拠点に出してください。
●空き缶・空きびんは、ゆすいでから拠点に出してください。
●必ず栓（せん）を抜いてから拠点に出してください。
●ダンボール・新聞紙は梱包して、雑紙は紙袋に入れる
か梱包して資源ごみで出してください。

第１水曜日（３月３日）
第３水曜日（３月17日）

３月のゴミ収集日 ■問合先  住民課生活環境係（☎62－2220）

営業時間　午前９時～午後７時（日・祝  午後４時半迄）

毎月10・20・30日・特売日
プレミアム付商品券等各種商品券をご利用いただけます。

電話１本で送迎サービスいたします。

暮らしの
広場

※７日・14日・21日・28日はお休みさせていただきます。

☎６２－２７２７

町営住宅入居者募集
　町では、東鶉・緑が丘（３階建）・中央を除く
公営住宅の入居者を募集しています。
　その他の住宅も募集していますが、修繕な
どで入居までにお時間を頂く場合がござい
ますので、希望される方はお早めにご相談く
ださい。
■問合先　建設課管理係（☎62-2221）

水洗化済み・修繕済みの住宅（２月15日現在）

住宅入居時には、敷金として家賃の２か月分が必要です。

団　地　名 間取り 団　地　名 間取り
2階建
3LDK

平屋

2階/2階建
2DK

3LDK
平屋

1階/2階建
3DK

3LDK
メゾネット

メゾネット
3DK

3DK
鶉若葉改良団地

鶉改良団地

下鶉団地

下鶉学校下団地 下鶉改良団地

鶉若葉台改良団地

朝陽台改良団地
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おなまえ 住所 年齢 月日 おなまえ 住所 年齢 月日
長田　純一 東鶉 84 1月17日 藤山　光子 下鶉 78 2月4日
齊藤　光枝 鶉 90 1月18日 佐藤　正幸 朝駒 90 2月4日
相原　留吉 東鶉 74 1月24日 小南　英隆 東山 70 2月10日
鈴木　節子 下鶉 94 1月26日

しづき

おなまえ 住所 保護者

エクルンド　志月 下鶉 藍



・役場　　　　　　☎62-2011
・教育委員会　　　☎62-2881　
・社会福祉協議会　☎62-2882

見やすいところに保管して、いつでもご利用ください
（今月のカレンダー）

★印行事の問合先は役場保健予防係　♪印は健康マイレージ対象

17 水

★足若の日(転倒予防教室)
上砂川岳温泉/午前10時15分～11時

オンブズパーソン定例相談
役場東館１階第５会議室/午後１時～４時

定例行政相談
産業活性化センター/午後１時30分～３時30分

19 金

★訪問歯科相談
希望者宅/午前10時～午後３時

中央小学校卒業式
中央小学校/午前10時～

20 土
認定こども園ふたば卒園式
認定こども園ふたば/午前10時～

22 月
★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操
東鶉中央ふれあいセンター/①午前10時  ②11時10分

24 水
肩腰らくらくボール運動
まちの駅ふらっと/午前10時40分～11時30分

25 木
★町民センター健康相談・栄養相談、きっずとママの
　もしもしコーナー
町民センター/午後１時30分～４時

30 火 札幌弁護士会無料法律相談会
電話相談/午後１時30分～３時30分

●
発　

行
／
上
砂
川
町　

●
編　

集
／
企
画
課　

●
印　

刷
／
旭
プ
リ
ン
タ
ー

◆印行事の問合先は教育委員会社会教育係　♥印行事の問合先は地域包括支援センター　＊印行事の問合先は社会福祉協議会

※詳細につきましてはハローワ
ーク砂川(☎54-3147)またはハ
ローワークインターネットサービ
ス(https://www.hellowork.
go.jp/index.html)の「 求 人 情
報検索」でご確認ください。

上砂川町内の
求人一覧

※週間求人情報
休日・連休を除く
　毎週金曜日更新
　役場戸籍年金係
　地域振興係
　カウンターに配置

今月の休日救急当番医
   　　 ７日　いとうクリニック（☎ 55-3355）
  　　21 日　細谷医院（☎ 52-3057）
   　       14・20・28日　砂川市立病院（☎ 54-2131）

（２月15日現在）

職　種 企業名 年　齢 求人数

生産設備オペレーター ㈱京都セミコンダクター 上砂川事業所 18～35歳 ２　人

営繕職員 ㈱萌福祉サービス 64歳以下 １　人

シニアライフサポーター (医)萌水会 60歳以上 ３　人

清掃業務員 ㈱上砂川振興公社 不問 ２　人

医療ガラス製造 マイクログラス㈱ 北海道工場 44歳以下 正社員: ２人
パート: ３人

配管工 柳川建設㈱ 不問 １　人

洗浄作業員 共栄フード㈱ 北海道工場 不問 １　人

介護支援専門員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ ) ㈲フローラ 不問 １　人

鉄筋工 ㈱岩渕建設 59歳以下 ３　人

上砂川町役場 〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10　TEL 0125-62-2011 FAX 0125-62-3773
　　　　　　　　 E-mail:kouhou@town.kamisunagawa.lg.jp　URL http://www.town.kamisunagawa.hokkaido.jp/

※掲載している求人情報への応募には、ハローワークからの紹介状が必要となりますので、
　各企業への直接の問い合わせはしないでください。

※新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては事業の開催を中止する場合があります。
　最新情報につきましては、担当課にお問合せください。

１ 月
★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操
東鶉中央ふれあいセンター/①午前10時  ②11時10分

２ 火 札幌弁護士会無料法律相談会
電話相談/午後１時30分～３時30分

3 水
★足若の日(転倒予防教室)
上砂川岳温泉/午前10時15分～11時

５ 金
肩腰らくらくボール運動
まちの駅ふらっと/午前10時40分～11時30分

8 月
★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操
東鶉中央ふれあいセンター/①午前10時  ②11時10分

9 火

★乳幼児相談・健診
町民センター/午前９時30分～

令和３年第１回上砂川町議会定例会(～18日)
議事堂/午前10時～ 傍聴可能日:9日・10日・15日・18日

12 金
上砂川中学校卒業式
上砂川中学校/午前９時40分～

16 火

★認知症老人と共に歩む会(さつき会)公開講座
町民センター/午前10時～11時15分

札幌弁護士会無料法律相談会
電話相談/午後１時30分～３時30分


